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3 歳～ 5歳児 住民税非課税世帯のみ
0歳～ 2歳児

幼稚園・認定こども園
保育所・地域型保育 無償 無償

新制度未移行幼稚園 月額 25,700 円
まで無償 ―

幼稚園等の預かり保育 月額 11,300 円
まで無償

月額 16,300 円
まで無償

認可外保育施設
一時預かり・病児保育等

月額 37,000 円
まで無償

月額 42,000 円
まで無償

就学前障がい児発達支援 無償 ―

幼児教育・保育無償化の詳細は市公式ホームページをご確認ください

※通園送迎費・食材料費・行事費などの実費は対象外です。
※無償化にあたって、市から「保育の必要性の認定」を受ける
ための申請が必要です。

幼稚園・認定こども園・保育所
地域型保育を利用の場合 新たな申請は不要です

認定の申請が必要です

認定の申請が必要です

認定の申請が必要です

新制度未移行の幼稚園を利用の
場合

幼稚園等の預かり保育を利用の
場合

認可外の保育施設や、一時預か
り等を利用の場合

問こども福祉課 ℡ 0299-23-5583

ー無償化の対象と範囲ー

ー市役所で手続きが必要な場合がありますー

\ なにか、手続きは必要なの？
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石岡市　幼児教育・保育無償化


